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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天然ゴムおよび／またはジエン系ゴムを主成分とするゴム成分１００質量部に対し、リ
グニン分解力を有する酸化酵素を用いて加硫ゴムを分解することにより得られた酵素分解
ゴムを５～１５０質量部の範囲内で配合してなり、
　前記加硫ゴムが天然ゴム、ポリイソプレンゴム、ポリブタジエンゴム、スチレン－ブタ
ジエンゴム、エチレン－プロピレン－ジエンゴム、クロロプレンゴム、ハロゲン化ブチル
ゴムおよびアクリロニトリル－ブタジエンゴムよりなる群から選択される少なくとも１種
を含み、最大粒径が１ｍｍ以下のゴム粉末形状であり、
　前記酵素分解ゴムの重量平均分子量が２，０００～８０，０００の範囲内、分子量分布
Ｍｗ／Ｍｎが１．０～５．０の範囲内、かつソックスレー抽出法によって得られるクロロ
ホルム抽出量が１～８０ｗｔ％の範囲内である、タイヤ用ゴム組成物。
【請求項２】
　前記酸化酵素が、前記加硫ゴム中の不飽和脂肪酸の過酸化反応により前記加硫ゴムを酵
素分解する酸化酵素である、請求項１に記載のタイヤ用ゴム組成物。
【請求項３】
　前記酸化酵素が、ペルオキシダーゼ、リポキシゲナーゼ、ラッカーゼから選択される１
種以上を含む、請求項１に記載のタイヤ用ゴム組成物。
【請求項４】
　前記酸化酵素がリグニン分解酵素である、請求項１に記載のタイヤ用ゴム組成物。
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【請求項５】
　前記リグニン分解酵素が、木材腐朽菌由来のリグニンペルオキシダーゼ、マンガンペル
オキシダーゼ、ラッカーゼ、バーサタイルペルオキシダーゼから選択される１種以上を含
む、請求項４に記載のタイヤ用ゴム組成物。
【請求項６】
　天然ゴムおよび／またはジエン系ゴムを主成分とするゴム成分１００質量部に対し、リ
グニン分解力を有する酸化酵素を用いて加硫ゴムを分解することにより得られる酵素分解
ゴムを５～１５０質量部の範囲内で配合してなるタイヤ用ゴム組成物の製造方法であって
、
　前記加硫ゴムを最大粒径が１ｍｍ以下となるように粉砕する工程と、
　粉砕された前記加硫ゴムを前記酸化酵素によって分解処理し、酵素分解ゴムを得る工程
と、
　前記酵素分解ゴムが他のゴム成分とともに混合されたゴム組成物を生成させる工程と、
を含み、
　前記加硫ゴムが天然ゴム、ポリイソプレンゴム、ポリブタジエンゴム、スチレン－ブタ
ジエンゴム、エチレン－プロピレン－ジエンゴム、クロロプレンゴム、ハロゲン化ブチル
ゴムおよびアクリロニトリル－ブタジエンゴムよりなる群から選択される少なくとも１種
を含み、
　前記酵素分解ゴムの重量平均分子量が２，０００～８０，０００の範囲内、分子量分布
Ｍｗ／Ｍｎが１．０～５．０の範囲内、かつソックスレー抽出法によって得られるクロロ
ホルム抽出量が１～８０ｗｔ％の範囲内である、タイヤ用ゴム組成物の製造方法。
【請求項７】
　前記分解処理における反応時間が１０時間～３０日間の範囲内に設定される、請求項６
に記載のタイヤ用ゴム組成物の製造方法。
【請求項８】
　請求項１～５のいずれかに記載のタイヤ用ゴム組成物、もしくは請求項６または７に記
載のタイヤ用ゴム組成物の製造方法によって得られたタイヤ用ゴム組成物を用いた空気入
りタイヤ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸化酵素によって分解処理された酵素分解ゴムを含有するゴム組成物および
その製造方法、ならびにこれを用いた空気入りタイヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、タイヤに高グリップ性能を付与する目的で種々のゴム組成物が検討されており、
ガラス転移温度（Ｔｇ）の高いスチレン－ブタジエンゴム（ＳＢＲ）を使用する方法、プ
ロセスオイルを高軟化点樹脂に等量置換する方法、軟化剤またはカーボンブラックを高充
填する方法、粒子径の小さいカーボンブラックを使用する方法等が知られている。しかし
、ガラス転移温度（Ｔｇ）の高いスチレン－ブタジエンゴム（ＳＢＲ）を使用した場合、
タイヤ性能の温度依存性が高くなるため、温度変化によってタイヤ性能が大きく左右され
てしまうという問題がある。また、プロセスオイルを高軟化点樹脂に等量置換する方法に
おいては、置換量が多量である場合、高軟化点樹脂の影響によりタイヤ性能の温度依存性
が高くなるという問題がある。さらに、軟化剤またはカーボンブラックを高充填した場合
、または粒子径の小さいカーボンブラックを用いた場合には、軟化剤またはカーボンブラ
ックの分散性が悪化し、破壊強度や耐摩耗性が低下するという問題がある。
【０００３】
　上記の問題点を解決し、耐摩耗性とグリップ性能とを両立させるための方法としては、
たとえば低分子ＳＢＲを使用する方法が検討されている。しかし、この方法においては、
ＳＢＲの有する架橋性の二重結合により、一部の二重結合部分はマトリクスのゴムと架橋
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してしまい、十分なヒステリシスロスや破壊強度が得られないという問題がある。一方、
近年の環境問題という観点から、タイヤゴム片またはゴム粉末をそのまま再利用するマテ
リアルリサイクルが検討され、たとえば、二軸押出機等で大きな剪断力を加えて粉砕脱硫
する方法や、微生物によってゴムを分解する方法等が検討されている。物理的な処理方法
は大きなエネルギーを必要とする問題があるため、より少ないエネルギーでマテリアルリ
サイクルを行なう方法として、微生物による各種ゴムの分解処理方法は種々検討されてお
り、たとえば、ノカルディア属に属する微生物を用い、軟質ゴム製品の存在下で硬質ゴム
製品を処理する硬質ゴム製品の分解方法や、ノカルディア属に属する微生物を用い、軟質
ゴムの不存在下で硬質ゴムを処理することを特徴とする硬質ゴムの分解処理方法が検討さ
れている。しかし上記の方法はいずれも天然ゴムを多く含む硬質ゴム製品に限定された分
解処理方法であり、合成ゴムを多く含有するタイヤ等の加硫ゴム製品のマテリアルリサイ
クルには適用し難しいという問題がある。
【０００４】
　すなわち、従来の方法では、タイヤのゴムを分解して再利用する場合、十分な破壊強度
や耐摩耗性が得られない等、タイヤに要求される性能を十分に満足することが難しいとい
う問題があった。
【０００５】
　特許文献１には、加硫ゴムと、木材腐朽菌に属し、該加硫ゴム組成物に含まれる加硫ゴ
ムのスルフィド結合を切断することができる微生物と、該微生物の培養に適した培地と、
を共にインキュベーションするステップを備える加硫ゴム組成物の分解処理方法が提案さ
れている。スルフィド結合を切断することができる微生物としては担子菌類に含まれるも
のが提案されている。特許文献１においては分解処理後のゴムがマテリアルリサイクルの
原料として用いられ得ることが示唆されているが、具体的なリサイクルの詳細な態様につ
いては提案されていない。
【特許文献１】特開２００４－９９７３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記の課題を解決し、ゴム製品を分解処理した後に再利用したゴムを含有し、
かつ破壊強度や耐摩耗性に優れるゴム組成物を提供することを目的とする。さらに、該ゴ
ム組成物を用いることによって、ゴム製品のマテリアルリサイクルを実現しつつ耐摩耗性
とグリップ性能とのバランスに優れたタイヤを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、天然ゴムおよび／またはジエン系ゴムを主成分とするゴム成分１００質量部
に対し、リグニン分解力を有する酸化酵素を用いて加硫ゴムを分解することにより得られ
た酵素分解ゴムを５～１５０質量部の範囲内で配合してなるゴム組成物に関する。
【０００８】
　該酸化酵素は、該加硫ゴム中の不飽和脂肪酸の過酸化反応により該加硫ゴムを酵素分解
する酸化酵素であることが好ましい。
【０００９】
　また、該酸化酵素が、ペルオキシダーゼ、リポキシゲナーゼ、ラッカーゼから選択され
る１種以上を含むことが好ましい。
【００１０】
　本発明においては、該酸化酵素がリグニン分解酵素であることも好ましい。
　該リグニン分解酵素は、木材腐朽菌由来のリグニンペルオキシダーゼ、マンガンペルオ
キシダーゼ、ラッカーゼ、バーサタイルペルオキシダーゼから選択される１種以上を含む
ことが好ましい。
【００１１】
　本発明において配合される酵素分解ゴムの重量平均分子量は、２，０００～８０，００
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０の範囲内であることが好ましい。
【００１２】
　また、該酵素分解ゴムの分子量分布Ｍｗ／Ｍｎが１．０～５．０の範囲内であることが
好ましい。
【００１３】
　本発明はまた、天然ゴムおよび／またはジエン系ゴムを主成分とするゴム成分１００質
量部に対し、リグニン分解力を有する酸化酵素を用いて加硫ゴムを分解することにより得
られる酵素分解ゴムを５～１５０質量部の範囲内で配合してなるゴム組成物の製造方法で
あって、該加硫ゴムを最大粒径が１ｍｍ以下となるように粉砕する工程と、粉砕された該
加硫ゴムを該酸化酵素によって分解処理し、酵素分解ゴムを得る工程と、該酵素分解ゴム
が他のゴム成分とともに混合されたゴム組成物を生成させる工程と、を含むゴム組成物の
製造方法に関する。
【００１４】
　本発明に係るゴム組成物の製造方法における酵素分解によって得られる酵素分解ゴムの
重量平均分子量は、２，０００～８０，０００の範囲内であることが好ましい。
【００１５】
　本発明に係るゴム組成物の製造方法の該分解処理における反応時間は、１０時間～３０
日間の範囲内に設定されることが好ましい。
【００１６】
　本発明はさらに、上記のゴム組成物を用いた空気入りタイヤに関する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、再生ゴムを含有しつつ破壊強度および耐摩耗性に優れるゴム組成物を
得ることが可能である。また該ゴム組成物を用いることによってグリップ性能および耐摩
耗性に優れるタイヤの提供が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明のゴム組成物は、天然ゴムおよび／またはジエン系ゴムを主成分とするゴム成分
１００質量部に対し、リグニン分解力を有する酸化酵素を用いて加硫ゴムを分解すること
により得られる酵素分解ゴムを５～１５０質量部の範囲内で配合することを特徴とする。
【００１９】
　ゴム成分は、天然ゴムおよびジエン系ゴムの中から選択される少なくとも１種を主成分
とするものであれば良く、ジエン系ゴムとしては、たとえばポリイソプレンゴム（ＩＲ）
、ポリブタジエンゴム（ＢＲ）、スチレン－ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、エチレン－プロ
ピレン－ジエンゴム（ＥＰＤＭ）、クロロプレンゴム（ＣＲ）、ハロゲン化ブチルゴム、
アクリロニトリル－ブタジエンゴム（ＮＢＲ）、ブチルゴム（ＩＩＲ）等が挙げられる。
【００２０】
　なお、エチレン－プロピレン－ジエンゴム（ＥＰＤＭ）とは、エチレン－プロピレンゴ
ム（ＥＰＭ）に第三ジエン成分を含むものである。ここで第三ジエン成分としては、たと
えば炭素数５～２０の非共役ジエンが挙げられ、１，４－ペンタジエン、１，４－ヘキサ
ジエン、１，５－ヘキサジエン、２，５－ジメチル－１，５－ヘキサジエンおよび１，４
－オクタジエンや、１，４－シクロヘキサジエン、シクロオクタジエン、ジシクロペンタ
ジエンなどの環状ジエン、５－エチリデン－２－ノルボルネン、５－ブチリデン－２－ノ
ルボルネン、２－メタリル－５－ノルボルネンおよび２－イソプロペニル－５－ノルボル
ネンなどのアルケニルノルボルネン等が好ましく例示できる。
【００２１】
　本発明において酸化酵素により分解される加硫ゴムは特に限定されず、天然ゴムおよび
合成ゴムの中から選択される少なくとも１種を含むものであれば良い。合成ゴムとしては
ジエン系ゴムが好ましく、たとえばポリイソプレンゴム、ポリブタジエンゴム、スチレン
－ブタジエンゴム、エチレン－プロピレン－ジエンゴム、クロロプレンゴム、ハロゲン化
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ブチルゴム、アクリロニトリル－ブタジエンゴム、等が挙げられる。
【００２２】
　酸化酵素により分解される加硫ゴムには、ゴム工業において通常使用されるカーボンブ
ラック、シリカ等の無機充填剤、シランカップリング剤、軟化剤、酸化防止剤、オゾン劣
化防止剤、老化防止剤、硫黄、加硫剤、加硫促進剤、加硫促進助剤、過酸化物、酸化亜鉛
、ステアリン酸等の配合剤が含まれていても良い。
【００２３】
　本発明に用いられる加硫ゴムには、廃タイヤ、チューブ等に限らず、タイヤ等の製造時
に発生する未加硫スクラップ物やタイヤ等の加硫時に発生するスピュー片等が含まれ得る
。
【００２４】
　本発明において酸化酵素により分解される加硫ゴムの形状は、該加硫ゴムの由来である
ゴム製品の性状に応じて種々挙げられるが、分解処理速度に優れるという点で、酸化酵素
による分解処理の前にゴム粉末とする方法が好ましく採用される。また、該ゴム粉末の最
大粒径が１ｍｍ以下、さらに０．５ｍｍ以下である場合分解処理速度が特に優れる点で好
ましい。なおゴム粉末の最大粒径はメッシュ等を用いる方法により評価することができる
。
【００２５】
　具体的には、加硫ゴムを１ｍｍ以下の粒径まで粉砕する工程と、粉砕された加硫ゴムを
酸化酵素によって分解処理し、酵素分解ゴムを得る工程と、該酵素分解ゴムが、天然ゴム
および／またはジエン系ゴムからなる該ゴム成分とともに混合されたゴム組成物を生成さ
せる工程と、を含む方法によって本発明のゴム組成物が製造されることが好ましい。加硫
ゴムの好ましい粉砕方法としては、たとえばミキサーやロール、二軸押出機を用いる機械
的粉砕法や冷凍粉砕法等が挙げられる。なお加硫ゴムの最大粒径はメッシュ法等により評
価できる。
【００２６】
　本発明において用いられる酸化酵素は、木質成分の１つであるリグニンの分解力を有す
るものであり、微生物から単離したものや人工酵素等を使用でき、市販の酵素も好ましく
用いられる。リグニン分解力を有する酸化酵素としては、たとえば、ペルオキシダーゼ、
リポキシゲナーゼ、ラッカーゼ等が挙げられる。またリグニン分解力を有する植物由来の
酸化酵素としては、西洋わさび由来ペルオキシダーゼ、大豆由来リポキシゲナーゼ、ジャ
ガイモ由来リポキシゲナーゼ等が挙げられる。
【００２７】
　本発明において使用されるリグニン分解力を有する酸化酵素としては、加硫ゴム中の不
飽和脂肪酸の過酸化反応により該加硫ゴムを酵素分解する酸化酵素が好ましく挙げられる
。このような酸化酵素は加硫ゴム中のスルフィド結合が切断する作用を有し、該加硫ゴム
の脱硫化を良好に進行させることができるため、加硫ゴム中の不飽和脂肪酸の過酸化反応
により該加硫ゴムを酵素分解する酸化酵素を用いた場合、再生ゴムが配合され、かつ良好
な破壊強度および耐摩耗性を有するゴム組成物を得ることが可能となる。
【００２８】
　また、本発明における酸化酵素としては特にリグニン分解酵素が好ましく用いられる。
リグニン分解酵素としては、細菌、糸状菌、担子菌等が主に知られており、これらのいず
れも本発明において使用できるが、担子菌（木材腐朽菌）由来のリグニン分解酵素が分解
速度や作業性の面で特に好ましい。木材腐朽菌には褐色腐朽菌および白色腐朽菌があり、
これらのいずれも本発明において使用できるが、加硫ゴム中の硫黄鎖切断能力および酸化
能力の面で白色腐朽菌由来のリグニン分解酵素が好ましく用いられる。具体的には、木材
腐朽菌由来のリグニンペルオキシダーゼ、マンガンペルオキシダーゼ、ラッカーゼから選
択される１種以上を含むことが好ましく、これらを単独で用いても２種以上の組み合わせ
で用いても良い。
【００２９】
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　酸化酵素はその種類によって分解機構が異なる。よって本発明で使用される酸化酵素の
種類は分解処理の対象である加硫ゴムに含まれるゴム成分や使用目的に応じて適宜選択す
れば良く、特に限定されない。たとえばゴム内部まで分解を進行させることが必要な場合
にはラジカル連鎖反応を起こすことが可能なマンガンペルオキシダーゼ、加硫ゴムの表面
積を増加させるために凹凸化処理を施すことを目的とする場合にはリグニンペルオキシダ
ーゼ、ラッカーゼ等が好適に使用できる。これらの酸化酵素は単独で用いても良いが、た
とえば複数の酸化酵素を用い、複数段階で分解処理を行なっても構わない。
【００３０】
　上記のように、加硫ゴムを分解処理して得られる再生ゴムを含有させた本発明のゴム組
成物においては、使用する酸化酵素の選択により加硫ゴムの分解の程度や表面形状等が任
意に制御できるため、ヴァージンゴムのみからなるゴム組成物と比べても破壊特性や耐摩
耗性の著しい低下を生じさせないという効果を有する。
【００３１】
　酸化酵素を用いて加硫ゴムを分解する方法は特に限定されず、通常の酵素反応条件を利
用して行なうことができる。たとえば、反応容器に白色腐朽菌であるＰｈａｎｅｒｏｃｈ
ａｅｔｅ　ｃｈｒｙｓｏｓｐｏｒｉｕｍ（ファネロキーテ・クリソスポリウム）由来のマ
ンガンペルオキシダーゼと、電子受容体として過酸化水素水と加硫ゴムとを加え、酸素下
で振とうまたは撹拌することにより、酵素分解ゴムを得ることができる。
【００３２】
　酸化酵素の添加量は、酸素活性によって適宜設定されることができるが、通常分解処理
前の加硫ゴム１００質量部に対して０．０００１～２０質量部、より好ましくは０．００
１～１０質量部、さらに好ましくは０．０１～１０質量部とされることができる。酸化酵
素の添加量が０．０００１質量部以上であれば加硫ゴムを十分分解でき、２０質量部以下
であれば酵素活性の低下を防止して十分な効果が得られるとともにコストの上昇を防止で
きる。
【００３３】
　本発明において、酵素活性は０．１Ｕ／ｍｌ～５０Ｕ／ｍｌ、特に１Ｕ／ｍｌ～２５Ｕ
／ｍｌの範囲内とされることが好ましい。ここで１Ｕ（Ｕｎｉｔ）は、酵素の最適条件下
で、３０℃において、１分間当たり１μｍｏｌの基質を変換させる酵素量として定義され
る。すなわち、酵素活性の単位Ｕ／ｍｌは、１分間に１ｍｌの酵素がどれだけの基質を変
換できるかを表わすものであり、たとえば０.１Ｕ／ｍｌは、酵素１ｍｌが１分間に０.１
μｍｏｌの基質を変換し得ることを意味する。酵素活性が０．１Ｕ／ｍｌ以上であれば効
率的に酵素分解反応を進行させることができ、また５０Ｕ／ｍｌ以下であれば分解により
生成する酵素分解ゴムの物性が不安定になることを防止できる。
【００３４】
　本発明における酵素分解反応の温度は、所望の程度の反応速度が確保でき、かつ使用す
る酵素が失活しない範囲で適宜温度設定すれば良く、たとえば２０℃～４０℃、特に２５
℃～３７℃とされることが好ましい。
【００３５】
　酵素分解反応の時間は、酵素分解ゴムが再生ゴムとして用いられる際に所望される特性
に応じて適宜選択すれば良いが、たとえば２時間～３０日間とされることができ、さらに
５時間～２０日間とされることが好ましい。また、酸化酵素としてリグニン分解酵素が用
いられる場合には、たとえば１０時間～３０日間、特に１日間～２０日間とされることが
好ましい。２時間以上、さらにリグニン分解酵素を用いる場合には１０時間以上の反応時
間であれば、安定した反応により酵素分解ゴムに均一な物性を付与できる。一方反応時間
が３０日間以下であれば比較的低いコストで酵素分解ゴムを生成することができる。
【００３６】
　本発明で使用される酵素分解ゴムの重量平均分子量は、２，０００～８０，０００の範
囲内とされることが好ましく、さらに２，０００～６０，０００の範囲内、さらに２，０
００～５０，０００の範囲内とされることが好ましい。重量平均分子量が２，０００以上
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であれば十分な耐摩耗性を有するゴム組成物が得られ、８０，０００以下であれば該ゴム
組成物をタイヤに用いた場合のグリップ性能が良好となる。また、特に本発明における酸
化酵素としてリグニン分解酵素を用いる場合、酵素分解ゴムの重量平均分子量は３，００
０以上とされることができ、また５０，０００以下、さらに４０，０００以下とされるこ
とができる。
【００３７】
　また、酵素分解ゴムの分子量分布Ｍｗ／Ｍｎが１．０～５．０の範囲内であることが好
ましい。Ｍｗ／Ｍｎが５．０以下であれば、酵素分解ゴムは比較的均一な分子量を有する
ため、ゴム組成物の破壊強度および耐摩耗性を安定して良好なレベルに維持することがで
き、グリップ性能および耐摩耗性のバランスが良好なタイヤを安定して製造することがで
きる。Ｍｗ／Ｍｎはさらに４．５以下、さらに４．０以下であることが好ましい。
【００３８】
　なお重量平均分子量および分子量分布は、たとえばＧＰＣ（ゲル浸透クロマトグラフィ
ー）によるポリスチレン換算平均分子量等から求めることができる。
【００３９】
　本発明において配合される酵素分解ゴムとしては、ソックスレー抽出法によって得られ
るクロロホルム抽出量が１～８０ｗｔ％の範囲内であるものも好ましく用いられる。クロ
ロホルム抽出量が１ｗｔ％以上である場合、酸化酵素によって加硫ゴムのスルフィド結合
が切断され、脱硫化が良好に進行していることとなり、このような酵素分解ゴムを配合し
たゴム組成物の破壊強度や耐摩耗性を安定かつ良好に維持することができる。またクロロ
ホルム抽出量が８０ｗｔ％以下である場合、酵素分解ゴムの物性が所望の程度確保される
ため、酵素分解ゴムが配合されたゴム組成物の物性を著しく悪化させる危険性が少ない。
上記のクロロホルム抽出量は、５ｗｔ％以上、特に１０ｗｔ％以上とされることがより好
ましく、また７５ｗｔ％以下、特に７０ｗｔ％以下とされることがより好ましい。
【００４０】
　本発明のゴム組成物においては、天然ゴムおよび／またはジエン系ゴムを主成分とする
ゴム成分１００質量部に対する酵素分解ゴムの配合量は、５～１５０質量部の範囲内とさ
れる。酵素分解ゴムの配合量が５質量部以上であれば、該ゴム組成物がタイヤに用いられ
た場合のグリップ性能が十分得られ、１５０質量部以下であればゴム組成物の耐摩耗性が
低下する危険性が少ない。該配合量は、さらに８～１２０質量部の範囲内、さらに１０～
１００質量部の範囲内とされることが好ましい。本発明における酸化酵素としてリグニン
分解酵素が用いられる場合、酵素分解ゴムの配合量は、好ましくは８質量部以上、さらに
１０質量部以上とされ、また、好ましくは１２０質量部以下、さらに１００質量部以下と
されることができる。
【００４１】
　本発明のゴム組成物においては、たとえばカーボンブラックやシリカ等の、通常タイヤ
用ゴム組成物に対して使用される補強用充填剤が配合されることが好ましい。たとえばカ
ーボンブラックが配合される場合、該カーボンブラックの窒素吸着比表面積は８０～２８
０ｍ2／ｇの範囲内、さらに１００～２００ｍ2／ｇの範囲内に設定されることが好ましい
。窒素吸着比表面積が８０ｍ2／ｇ以上であれば該ゴム組成物がタイヤに使用された場合
に十分なグリップ性能および耐磨耗性が得られ、２８０ｍ2／ｇ以下であればゴム組成物
を調製する際のカーボンブラックの分散性悪化によるゴム組成物の耐摩耗性の低下が防止
される。
【００４２】
　本発明のゴム組成物においてカーボンブラックが配合される場合、カーボンブラックの
配合量は、ゴム成分１００質量部に対して１０～１５０質量部、さらに１５～１２０質量
部とされることが好ましい。カーボンブラックの配合量が１０質量部以上であれば十分な
耐摩耗性が得られ、１５０質量部以下であればゴム組成物の調製時の分散性および作業性
を悪化させる危険性が少ない。
【００４３】
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　本発明のタイヤ用ゴム組成物にはゴム成分１００質量部に対してシリカをたとえば５質
量部以上１００質量部以下で配合することができる。シリカとしては汎用ゴム一般に用い
られるものを使用でき、たとえば補強剤として使用される乾式法ホワイトカーボン、湿式
法ホワイトカーボン、コロイダルシリカ等が挙げられる。中でも含水ケイ酸を主成分とす
る湿式法ホワイトカーボンが好ましい。シリカの配合量が５質量部以上であればタイヤ用
ゴム組成物の補強効果による耐摩耗性の向上効果が良好に得られ、１００質量部以下であ
れば、タイヤ用ゴム組成物の製造時における未加硫ゴム組成物の粘度上昇による加工性の
低下やコストの過度な上昇を防止できる。
【００４４】
　本発明のタイヤ用ゴム組成物にシリカを配合する場合には、シランカップリング剤、好
ましくは含硫黄シランカップリング剤を０．１質量部以上１０質量部以下、好ましくは０
．５質量部以上５質量部以下で配合することが好ましい。シランカップリング剤の配合に
よって耐摩耗性および操縦安定性は一層向上するが、シランカップリング剤の配合量が０
．１質量部以上の場合、耐摩耗性および操縦安定性の向上効果が良好に得られる。また１
０質量部以下の場合、ゴムの混練、押出工程での焼け（スコーチ）が生じる危険性が少な
い。含硫黄シランカップリング剤としては、３－トリメトキシシリルプロピル－Ｎ，Ｎ－
ジメチルチオカルバモイル－テトラスルフィド、トリメトキシシリルプロピル－メルカプ
トベンゾチアゾールテトラスルフィド、トリエトキシシリルプロピル－メタクリレート－
モノスルフィド、ジメトキシメチルシリルプロピル－Ｎ，Ｎ－ジメチルチオカルバモイル
－テトラスルフィド、ビス－［３－（トリエトキシシリル）－プロピル］テトラスルフィ
ド、３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン等が例示される。
【００４５】
　本発明では用途に応じてその他のカップリング剤、例えばアルミネート系カップリング
剤、チタン系カップリング剤を使用あるいはシラン系カップリング剤と併用させることも
可能である。
【００４６】
　本発明のタイヤ用ゴム組成物には、さらに、クレー、アルミナ、タルク、炭酸カルシウ
ム、炭酸マグネシウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、酸化マグネシウム、
酸化チタン等の無機充填剤を単独あるいは２種以上混合して用いることができる。
【００４７】
　本発明のゴム組成物において軟化剤が配合されることもまた好ましい。該軟化剤の配合
量は、ゴム成分１００質量部に対して１００質量部以下とされることが好ましく、この場
合、該ゴム組成物がタイヤに使用された際のグリップ性能、操縦安定性を低下させる危険
性が少ない。軟化剤としては、プロセスオイル、潤滑油、パラフィン、流動パラフィン、
石油アスファルト、ワセリンなどの石油系軟化剤、ヒマシ油、アマニ油、ナタネ油、ヤシ
油などの脂肪油系軟化剤、トール油、サブ、蜜ロウ、カルナバロウ、ラノリンなどのワッ
クス類、リノール酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ラウリン酸などの脂肪酸、などが挙
げられる。
【００４８】
　本発明のゴム組成物には、さらにゴム工業界で通常使用される酸化防止剤、オゾン劣化
防止剤、老化防止剤、硫黄、加硫剤、加硫促進剤、加硫促進助剤、過酸化物、酸化亜鉛、
ステアリン酸等の配合剤を含有させることができる。
【００４９】
　加硫剤としては、有機過酸化物もしくは硫黄系加硫剤を使用できる。有機過酸化物とし
ては、たとえば、ベンゾイルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、ジ－ｔ－ブチル
パーオキサイド、ｔ－ブチルクミルパーオキサイド、メチルエチルケトンパーオキサイド
、クメンハイドロパーオキサイド、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチルパーオキ
シ）ヘキサン、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ベンゾイルパーオキシ）ヘキサン、２，
５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキシン－３あるいは１，３－ビス
（ｔ－ブチルパーオキシプロピル）ベンゼン等を使用することができる。また、硫黄系加
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硫剤としては、たとえば、硫黄、モルホリンジスルフィドなどを使用することができる。
これらの中では硫黄が好ましい。
【００５０】
　加硫促進剤としては、スルフェンアミド系、チアゾール系、チウラム系、チオウレア系
、グアニジン系、ジチオカルバミン酸系、アルデヒド－アミン系またはアルデヒド－アン
モニア系、イミダゾリン系、もしくは、キサンテート系加硫促進剤のうち少なくとも一つ
を含有するものを使用することが可能である。
【００５１】
　スルフェンアミド系としては、たとえばＣＢＳ（Ｎ－シクロヘキシル－２－ベンゾチア
ジルスルフェンアミド）、ＴＢＢＳ（Ｎ－ｔ－ブチル－２－ベンゾチアジルスルフェンア
ミド）、Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシル－２－ベンゾチアジルスルフェンアミド、Ｎ－オキシ
ジエチレン－２－ベンゾチアジルスルフェンアミド、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピル－２－ベン
ゾチアゾールスルフェンアミドなどのスルフェンアミド系化合物などが挙げられる。
【００５２】
　チアゾール系としては、たとえばＭＢＴ（２－メルカプトベンゾチアゾール）、ＭＢＴ
Ｓ（ジベンゾチアジルジスルフィド）、２－メルカプトベンゾチアゾールのナトリウム塩
、亜鉛塩、銅塩、シクロヘキシルアミン塩、２－（２，４－ジニトロフェニル）メルカプ
トベンゾチアゾール、２－（２，６－ジエチル－４－モルホリノチオ）ベンゾチアゾール
などが挙げられる。
【００５３】
　チウラム系としては、たとえばＴＭＴＤ（テトラメチルチウラムジスルフィド）、テト
ラエチルチウラムジスルフィド、テトラメチルチウラムモノスルフィド、ジペンタメチレ
ンチウラムジスルフィド、ジペンタメチレンチウラムモノスルフィド、ジペンタメチレン
チウラムテトラスルフィド、ジペンタメチレンチウラムヘキサスルフィド、テトラブチル
チウラムジスルフィド、ペンタメチレンチウラムテトラスルフィドなどが挙げられる。
【００５４】
　チオウレア系としては、たとえばチアカルバミド、ジエチルチオ尿素、ジブチルチオ尿
素、トリメチルチオ尿素、ジオルトトリルチオ尿素などのチオ尿素化合物などが挙げられ
る。
【００５５】
　グアニジン系としては、たとえばジフェニルグアニジン、ジオルトトリルグアニジン、
トリフェニルグアニジン、オルトトリルビグアニド、ジフェニルグアニジンフタレートな
どのグアニジン系化合物が挙げられる。
【００５６】
　ジチオカルバミン酸系としては、たとえばエチルフェニルジチオカルバミン酸亜鉛、ブ
チルフェニルジチオカルバミン酸亜鉛、ジメチルジチオカルバミン酸ナトリウム、ジメチ
ルジチオカルバミン酸亜鉛、ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛、ジブチルジチオカルバミ
ン酸亜鉛、ジアミルジチオカルバミン酸亜鉛、ジプロピルジチオカルバミン酸亜鉛、ペン
タメチレンジチオカルバミン酸亜鉛とピペリジンの錯塩、ヘキサデシル(またはオクタデ
シル)イソプロピルジチオカルバミン酸亜鉛などが挙げられる。
【００５７】
　アルデヒド－アミン系またはアルデヒド－アンモニア系としては、たとえばアセトアル
デヒド－アニリン反応物、ブチルアルデヒド－アニリン縮合物、ヘキサメチレンテトラミ
ン、アセトアルデヒド－アンモニア反応物などが挙げられる。
【００５８】
　老化防止剤としては、アミン系、フェノール系、イミダゾール系の各化合物や、カルバ
ミン酸金属塩、ワックスなどを適宜選択して使用することが可能である。
【００５９】
　さらに、本発明のタイヤ用ゴム組成物には必要に応じて可塑剤を配合することができる
。具体的には、ＤＭＰ（フタル酸ジメチル）、ＤＥＰ（フタル酸ジエチル）、ＤＨＰ（フ
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タル酸ジヘプチル）、ＤＯＰ（フタル酸ジオクチル）、ＤＩＮＰ（フタル酸ジイソノニル
）、ＤＩＤＰ（フタル酸ジイソデシル）、ＢＢＰ（フタル酸ブチルベンジル）、ＤＬＰ（
フタル酸ジラウリル）、ＤＣＨＰ（フタル酸ジシクロヘキシル）、無水ヒドロフタル酸エ
ステル、ＤＯＺ（アゼライン酸ジ－２－エチルヘキシル）、ＤＢＳ（セバシン酸ジブチル
）、等が挙げられる。
【００６０】
　本発明のタイヤ用ゴム組成物には、スコーチを防止または遅延させるためスコーチ防止
剤として、たとえば無水フタル酸、サリチル酸、安息香酸などの有機酸、Ｎ－ニトロソジ
フェニルアミンなどのニトロソ化合物、Ｎ－シクロヘキシルチオフタルイミド等を使用す
ることができる。
【００６１】
　本発明のゴム組成物を用いてタイヤを製造する方法は特に限定されず、たとえば、本発
明のゴム組成物を未加硫の段階で適用されるタイヤの部材の形状に合わせて押出加工し、
タイヤ成型機によって加圧してタイヤを得る方法等、通常用いられる方法を採用すること
ができる。
【００６２】
　本発明のゴム組成物は、バス用、トラック用、乗用車用等として使用される空気入りタ
イヤの、トレッド部、サイドウォール、カーカスプライやベルトプライ等に対して使用で
き、特にトレッド部に対して好ましく適用される。
【００６３】
　［実施例］
　以下、実施例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
【００６４】
　（１）加硫ゴムの分解処理
　（酵素分解ゴム１）
　２Ｌの耐圧ガラス容器に、再生ゴム粉末（村岡ゴム工業（株）製の再生ゴム（３０メッ
シュ：最大粒径０．５ｍｍ））５０ｇを入れ、これに、０．１Ｍ酒石酸ナトリウム緩衝液
（ｐＨ４．５）を１２５ｍｌ、脱イオン水３７５ｍｌ、１％Ｔｗｅｅｎ２０水溶液６２．
５ｍｌ、１０ｍＭ硫酸マンガン水溶液１２５ｍｌ、２ｍＭ過酸化水素水２５０ｍｌ、６０
０ｍＭリノール酸アセトン溶液１８７．５ｍｌを順次加えた。さらにマンガンペルオキシ
ダーゼを５Ｕになるように加えた。次いで、反応系内を酸素で置換し、撹拌しながら３５
℃で１週間反応させた。反応終了後、分解処理後ゴムをろ別し、脱イオン水、メタノール
およびアセトンで洗浄した後、４０℃で真空乾燥させて酵素分解ゴム１を得た。
【００６５】
　（酵素分解ゴム２）
　２Ｌの耐圧ガラス容器に再生ゴム粉末（村岡ゴム工業（株）製の再生ゴム（３０メッシ
ュ：最大粒径０．５ｍｍ））５０ｇを入れ、これに、リン酸緩衝液（ｐＨ６．０）を５０
ｍｌ、脱イオン水１３０ｍｌ、１％Ｔｗｅｅｎ２０水溶液２５ｍｌ、６００ｍＭリノール
酸アセトン溶液７５ｍｌ、２ｍＭ過酸化水素水１００ｍｌを順次加えた。さらに西洋わさ
び由来ペルオキシダーゼを５Ｕになるように加えた。次いで、反応系内を酸素で置換し、
撹拌しながら３５℃で１週間反応させた。反応終了後、分解処理後ゴムをろ別し、脱イオ
ン水、メタノールおよびアセトンで洗浄した後、４０℃で真空乾燥させて酵素分解ゴム２
を得た。
【００６６】
　（酵素分解ゴム３）
　西洋わさび由来ペルオキシダーゼを２Ｕにした他は酵素分解ゴム２と同様に加硫ゴムを
分解処理し、酵素分解ゴム３を得た。
【００６７】
　（酵素分解ゴム４）
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　２Ｌの耐圧ガラス容器に、再生ゴム粉末（村岡ゴム工業（株）製の再生ゴム（３０メッ
シュ：最大粒径０．５ｍｍ））５０ｇを入れ、これに０．１Ｍリン酸緩衝液（ｐＨ６．０
）１２５ｍｌ、脱イオン水３２５ｍｌ、１％Ｔｗｅｅｎ２０水溶液６２．５ｍｌ、６００
ｍＭリノール酸１８７．５ｍｌ、２ｍＭ過酸化水素水２５０ｍｌを順次加え、さらにマン
ガンペルオキシダーゼを２Ｕになるように加えた。さらに、ペルオキシダーゼを１０Ｕに
なるように加えた。次いで、反応系内を酸素で置換し、撹拌しながら３５℃で４日間反応
させた。反応終了後、分解処理後ゴムをろ別し、脱イオン水およびアセトンで数回洗浄し
た後、４０℃で真空乾燥させて酵素分解ゴム４を得た。
【００６８】
　（酵素分解ゴム５）
　２Ｌの耐圧ガラス容器に、再生ゴム粉末（村岡ゴム工業（株）製の再生ゴム（３０メッ
シュ：最大粒径０．５ｍｍ））５０ｇを入れ、０．１Ｍホウ酸緩衝液（ｐＨ９．１８）を
１２５ｍｌ、脱イオン水５７５ｍｌ、１％Ｔｗｅｅｎ２０水溶液６２．５ｍｌ、６００ｍ
Ｍリノール酸１８７．５ｍｌを順次加えた。さらに、リポキシゲナーゼを１０Ｕとなるよ
うに加えた。次いで、反応系内を酸素で置換し、撹拌しながら３５℃で４日間反応させた
。反応終了後、分解処理後ゴムをろ別し、脱イオン水およびアセトンで数回洗浄した後、
４０℃で真空乾燥させて酵素分解ゴム５を得た。
【００６９】
　（酵素分解ゴム６）
　２Ｌの耐圧ガラス容器に、再生ゴム粉末（村岡ゴム工業（株）製の再生ゴム（３０メッ
シュ：最大粒径０．５ｍｍ））５０ｇを入れ、０．１Ｍ酒石酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ４
．５）を１２５ｍｌ、脱イオン水５７５ｍｌ、１％Ｔｗｅｅｎ２０水溶液６２．５ｍｌ、
６００ｍＭリノール酸１８７．５ｍｌ、１０ｍＭ１－ヒドロキシ－１－ベンゾチアゾール
５０ｍｌを順次加えた。さらに、ラッカーゼを１０Ｕになるように加えた。次いで、反応
系内を酸素で置換し、撹拌しながら３５℃で４日間反応させた。反応終了後、分解処理後
ゴムをろ別し、脱イオン水およびアセトンで数回洗浄した後、４０℃で真空乾燥させて酵
素分解ゴム６を得た。
【００７０】
　（分解処理ゴム１）
　マンガンペルオキシダーゼを加えない他は酵素分解ゴム１と同様に加硫ゴムを分解処理
し、分解処理ゴム１を得た。
【００７１】
　（分解処理ゴム２）
　マンガンペルオキシダーゼおよびペルオキシダーゼを加えない他は酵素分解ゴム４と同
様に加硫ゴムを分解処理し、分解処理ゴム２を得た。
【００７２】
　（分解処理ゴム３）
　リポキシゲナーゼを加えない他は酵素分解ゴム５と同様に加硫ゴムを分解処理し、分解
処理ゴム３を得た。
【００７３】
　（分解処理ゴム４）
　ラッカーゼを加えない他は酵素分解ゴム６と同様に加硫ゴムを分解処理し、分解処理ゴ
ム４を得た。
【００７４】
　（２）低分子量ＳＢＲの調製
　十分に窒素置換した、撹拌翼付の２Ｌオートクレーブに、シクロヘキサン１０００ｇ、
テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）２０ｇ、１，３－ブタジエン１５０ｇおよびスチレン５０
ｇを導入し、オートクレーブ内の温度を２５℃に調整した。次に、ｎ－ブチルリチウム２
．０ｇを加えて昇温条件下で１５分間重合し、低分子量ＳＢＲを得た。モノマーの転化率
が９９％であることを確認した。その後、老化防止剤として、２，６－ジ－ｔ－ブチル－
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ｐ－クレゾールを１．５ｇ加えた。
【００７５】
　（３）クロロホルム抽出量
　ソックスレー抽出法で、酵素分解ゴム４～６、分解処理ゴム２～４、および再生ゴム粉
末のクロロホルム抽出量を求めた。結果を表１に示す。
【００７６】
　（４）分子量測定
　酵素分解ゴム１～６、および低分子量ＳＢＲの重量平均分子量および分子量分布を測定
した。測定には東ソー（株）製ＧＰＣ－８０００シリーズの装置を用い、検知器は示差屈
折計を用い、ポリスチレン換算の平均分子量として求めた。結果を表１に示す。
【００７７】
【表１】

【００７８】
　（５）マンガンペルオキシダーゼ酵素活性測定
　吸光度測定用のブラックセルに、４ｍＭ２,６－ジメトキシフェノール（２,６－ＤＭＰ
）水溶液５０μｌ、０.１Ｍ酒石酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ４.５）２５０μｌ、５ｍＭ硫
酸マンガン水溶液１００μｌ、１ｍＭ過酸化水素水１００μｌ、脱イオン水４９０μｌを
順次加えた。さらにマンガンペルオキシダーゼ（Ｐｈａｎｅｒｏｃｈａｅｔｅ　ｃｈｒｙ
ｓｏｓｐｏｒｉｕｍ由来）１０μｌを加え、素早く撹拌した後、波長４７０ｎｍにおける
吸光度を測定した。
【００７９】
　対照として、Ｍｎ非存在下での吸光度を測定した。ブラックセルに４ｍＭ２,６－ＤＭ
Ｐ水溶液５０μｌ、０.１Ｍ酒石酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ４.５）２５０μｌ、脱イオン
水１００μｌ、１ｍＭ過酸化水素水１００μｌ、脱イオン水４９０μｌを順次加え、素早
く撹拌した後、波長４７０ｎｍにおける吸光度を測定した。
【００８０】
　得られた吸光度から、以下の式に従い、マンガンペルオキシダーゼの活性量を算出し、
必要量を決定した。
１Ｕｎｉｔ＝１分間に１μｍｏｌの基質を反応させるのに必要な酵素量
１Ｕｎｉｔ／ｍｌ＝１分間に１μｍｏｌの基質を反応させるのに必要な、酵素１ｍｌ当た
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りに含まれる酵素量
分子吸光係数ε＝１／（生成物濃度［ｍｏｌ／ｌ］×セルの長さ［ｃｍ］）×吸光度［Ａ
ＢＳ］
すなわち、
生成物濃度＝酵素活性＝吸光度［ＡＢＳ］／（ε×セルの長さ［ｃｍ］）
である。
【００８１】
　（６）ペルオキシダーゼ酵素活性測定
　西洋わさび由来ペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）（東洋紡（株）製）１０ｍｇに脱イオン水
１０ｍｌを加えてＨＲＰ溶液を調製した。吸光度測定用のセルに４ｍＭ２，６－ジメトキ
シフェノール５０μｌ、リン酸緩衝液（ｐＨ６．０）２５０μｌ、２ｍＭ過酸化水素水１
００μｌ、脱イオン水５９０μｌ、ＨＲＰ１０μｌを順次加え、素早く撹拌した後、波長
４７０ｎｍにおける吸光度を測定した。対照として、ＨＲＰ非存在下での吸光度を測定し
た。得られた吸光度から、マンガンペルオキシダーゼと同様に酵素活性量を算出し、必要
量を決定した。
【００８２】
　（７）リポキシゲナーゼ酵素活性測定
　大豆由来リポキシゲナーゼ（ＬＯＸ）（ナカライテスク（株）製）１０ｍｇに脱イオン
水１０ｍｌを加えてリポキシゲナーゼ溶液を調製した。吸光度測定用セルに０．１Ｍホウ
酸緩衝液（ｐＨ９．１８）２５０μｌ、６００ｍＭリノール酸５０μｌ、脱イオン水６９
０μｌ、ＬＯＸ１０μｌを順次加え、素早く撹拌した後、波長４７０ｎｍにおける吸光度
を測定した。対照として、ＬＯＸ非存在下での吸光度を測定した。得られた吸光度から、
マンガンペルオキシダーゼと同様に酵素活性量を算出し、必要量を決定した。
【００８３】
　（８）ラッカーゼ酵素活性測定
　ラッカーゼ粉末２２ｍｇをプラスチックの試験管に入れ、脱イオン水１０ｍｌを加えて
ラッカーゼ溶液を調製した。吸光度測定用のセルに０．１Ｍ乳酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ
４．５）２５０μｌ、４ｍＭ２，６－ジメトキシフェノール（２，６－ＤＭＰ）５０μｌ
、脱イオン水６９０μｌ、ラッカーゼ１０μｌを順次加え、素早く撹拌した後、波長４７
０ｎｍにおける吸光度を測定した。対照として、ラッカーゼ不存在下での吸光度を測定し
た。得られた吸光度から、マンガンペルオキシダーゼと同様に酵素活性量を算出し、必要
量を決定した。
【００８４】
　（９）ゴム組成物の調製
　表２および表３に示す配合処方に従って配合成分を混練りし、ゴム組成物を得た。これ
を１７０℃で２０分間プレス加硫して加硫物とした。
【００８５】
　（１０）グリップ性能の評価
　（株）上島製作所製フラットベルト式摩擦試験機（ＦＲ５０１０型）を用いて評価した
。幅２０ｍｍ、直径１００ｍｍの円筒形のゴム試験片を用い、速度２０ｋｍ／ｈ、荷重４
ｋｇｆ、路面温度２５℃で路面に対するサンプルのスリップ率を０～７０％まで変化させ
、その際に検出される摩擦係数の中の最大値を読み取った。実施例１～３および比較例１
～４については比較例１を１００として、実施例４～６および比較例５～９については比
較例５を１００として、それぞれ相対値で表わした。数値が大きい程グリップ性能に優れ
る。結果を表２および表３に示す。
【００８６】
　（１１）耐摩耗性の評価
　ランボーン型摩耗試験機を用いて、温度２５℃、負荷荷重１．０ｋｇｆ、スリップ率３
０％、試験時間５分間の条件でランボーン摩耗量を測定し、容積損失を算出した。実施例
１～３および比較例１～４については比較例１を１００とし、以下の式、
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×１００
によって算出される相対値で表わした。また、実施例４～６および比較例５～９について
は比較例５を１００とし、以下の式、
摩耗指数＝（比較例５の容積損失測定値）／（各実施例または比較例の容積損失測定値）
×１００
によって算出される相対値で表わした。数値が大きい程耐摩耗性が良好であることを示す
。結果を表２および表３に示す。
【００８７】
　（１２）破壊強度の評価
　実施例４～６および比較例５～９につき、ＪＩＳ－Ｋ６３０１に準拠し、破壊強度（Ｔ
Ｂ）を測定した。比較例５を１００とし、以下の式、
破壊強度指数＝（各実施例または比較例の破壊強度測定値）／（比較例５の破壊強度測定
値）×１００
によって算出される相対値で表わした。数値が大きい程破壊強度に優れることを示す。結
果を表３に示す。
【００８８】
【表２】

【００８９】



(15) JP 4641214 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

【表３】

【００９０】
注１：ＳＢＲは、旭化成（株）製のスチレンブタジエンゴム「ＴＵＦＤＥＮＥ３３３０」
（結合スチレン量＝３１％）である。
注２：樹脂１は、日石ネオポリマーＬ－１００（重量平均分子量Ｍｗ＝１１００）である
。
注３：カーボンブラックは、昭和キャボネット（株）製の「ショウブラックＮ１１０」（
Ｎ2ＳＡ＝１４３ｍ2／ｇ）である。
注４：軟化剤は、出光興産（株）製のダイアナプロセスオイル「ＡＨ－１６」である。
注５：老化防止剤は、大内新興化学工業（株）製の「ノクラック６Ｃ」（Ｎ－（１,３－
ジメチルブチル）－Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン）である。
注６：ステアリン酸は、日本油脂（株）製である。
注７：酸化亜鉛は、三井金属鉱業（株）製の「亜鉛華１号」である。
注８：硫黄は、鶴見化学（株）製の「粉末硫黄」である。
注９：加硫促進剤は、大内新興化学工業（株）製の「ノクセラーＣＺ」である。
注１０：再生ゴム粉末は、村岡ゴム工業（株）製の再生ゴム（３０メッシュ：最大粒径０
．５ｍｍ）である。
【００９１】
　表２に示す結果より、分解処理ゴム１を配合した比較例２においては、加硫ゴムの分解
が不十分であったためにグリップ性能および耐摩耗性が低下し、特に耐摩耗性は著しく低
下した。また、軟化剤を多量に添加した比較例３においては、グリップ性能、耐摩耗性が
ともに大きく低下した。さらに、樹脂１（Ｍｗ＝１１００）を配合した比較例４において
は、樹脂１の分子量が低過ぎたために耐摩耗性が著しく低下した。一方、Ｍｗが９５００
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である酵素分解ゴム１、Ｍｗが１１０００である酵素分解ゴム２、Ｍｗが２５０００であ
る酵素分解ゴム３、をそれぞれ配合した実施例１～３においては、グリップ性能および耐
摩耗性がともに良好であった。以上より、本発明のゴム組成物を用いた実施例１～３にお
いては、再生ゴムを配合しつつ、タイヤのグリップ性能および耐摩耗性がバランス良く維
持されていることが分かる。
【００９２】
　実施例４～６において配合される酵素分解ゴム４～６のクロロホルム抽出量はそれぞれ
４２．８ｗｔ％、１４．５ｗｔ％、３３．４ｗｔ％であり、比較例６において配合される
再生ゴム粉末のクロロホルム抽出量は６．５ｗｔ％、比較例７～９において配合される分
解処理ゴム２～４のクロロホルム抽出量はそれぞれ７．８ｗｔ％、８．２ｗｔ％、８．３
ｗｔ％である。表３に示す結果より、再生ゴム粉末および分解処理ゴム２～４においては
、加硫ゴムの分解がされていないか不十分であるため、再生ゴムを配合してない比較例５
と比べ、比較例６～９においては破壊強度、耐摩耗性、グリップ性能が劣っている。これ
に対し、酵素分解ゴム２～４においては、酸化酵素の作用により脱硫化による加硫ゴムの
分解が良好に進行しているため、酵素分解ゴム２～４をそれぞれ配合した実施例４～６に
おいては、破壊強度、耐摩耗性、グリップ性能が比較例５と同等か比較例５よりも向上し
ていることが分かる。
【００９３】
　すなわち、酵素分解ゴムを配合した本発明のゴム組成物は、再生ゴムが配合され、かつ
良好な破壊強度、耐摩耗性、グリップ性能を維持したゴム組成物であることが分かる。
【００９４】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲に
よって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれるこ
とが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　リグニン分解力を有する酸化酵素を用いて分解処理することにより得られる酵素分解ゴ
ムを再生ゴムとして含有する本発明のゴム組成物は、空気入りタイヤのトレッド、サイド
ウォール、カーカスプライやベルトプライ等に対して好適に使用され、グリップ性能およ
び耐摩耗性をバランス良く付与することができる。
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